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　「ボランティア元年」と叫ばれた 1995 年阪神・淡路大震災から 30年が経過しました。

この間にも災害は相次いでいますが、全国どの災害でも、災害ボランティアがいない現場

はないと言っていいほど、被災者支援には不可欠な存在として定着しました。このこと自

体は歓迎しつつ、一口に「ボランティア」と言っても、個人によるボランティア活動はも

とより、NPO※、NGO、企業、生協、各種団体など、組織による活動もあります。2011

年東日本大震災では、145カ所で開設された災害ボランティアセンターに約 155万人（全

国社会福祉協議会による集計）の個人ボランティアが駆け付けました。他方、3000 を超

えるNPO等が現地入りしたと言われています（東日本大震災支援全国ネットワークによ

る推計）。こうした多くの志により、被災地域も、支援内容も多岐に亘ったと言えますが、

被災地全体を俯瞰した時、「誰一人取り残すことなく」網羅されたものであったかどうか

は疑問が残りました。つまり、アクターの多様化に加え、被災地全体を俯瞰するコーディ

ネーション機能が伴わなければ、「支援のもれ・むら」が生じてしまう課題はぬぐえません。

また、多様なアクターによる活動が、災害ボランティアセンターや行政と連携ができたの

かも課題です。

　被災者支援は「総合力」が必要となります。行政・社協・NPOそれぞれだけでは成し

得るものでないことは言うまでもありません。そこで、この三者の連携による災害対応の

調整をもっぱら行う機能が必要だとの認識を深め、2016 年に全国災害ボランティア支援

団体ネットワーク（JVOAD）が誕生します。同年の熊本地震が「コーディネーション元年」

となり、以降の災害現場では、三者が一堂に集う「情報共有会議」が開催されることも定

着してきました。ただし、肝心なのは、被災した地元の災害中間支援組織が主体であるこ

とです。地域にはそれぞれの文化や歴史があり、それを一番よく知る者が担うことで、よ

りきめの細かい支援につながります。そして、情報共有会議も三者連携も災害中間支援組

織の設置も手段であり、目的は「支援のもれ・むら」をなくすことです。そのためには、

多彩で多様な視点を持った支援者によるネットワークを、災害時のみならず、平常時から

いかに構築できるかが問われています。

　警戒される次の広域災害を含め、残念ながらこの国に災害はなくなりません。本手引き

は、これから災害支援ネットワークを立ち上げる、またはすでに運営されているNPO・

行政・社協の皆様などにご活用いただきたいと考えています。

　この事業をご支援いただいた武田薬品工業株式会社に深く感謝するとともに、今こそ「本

気の連携」のもと、より多くのアクターの広がりとそのコーディネーション力の充実によ

り、被災者支援の対応力が向上していくことを願います。

特定非営利活動法人（認定NPO法人）全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）

代表理事　栗田暢之
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※本手引きでいう「NPO」は、市民主体で非営利活動に取り組む団体を意味し、NPO法人（特定非営利

活動法人）、一般社団法人、法人格のないボランティアグループなどを指します。社会福祉協議会は、

非営利の民間団体ですが解説の都合上NPOとは区別しています。
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1-1 被災者支援に関わる組織のネットワーク

　国の防災基本計画では「行政、NPO、ボランティア等の三者で連
携」することが記載されていますが、災害支援ネットワーク関連では
NPO等の民間支援組織と行政・社協を三者として、その連携を三者
連携とするのが一般的です。本手びきでも、その意味で使用しています。
　被災者の困りごとと個人のボランティアをコーディネートする災害
ボランティアセンターは、通常社協によって設置されるので、防災基
本計画にある「ボランティア等」を社協に置き換えています。災害時
要配慮者の情報や接点を社協が把握していることも、念頭にあります。
　場合によっては、三者のうち「社協」の部分が「災害ボランティア
センター」、「NPO等」が NPO等の活動支援や活動調整を行う「災
害中間支援組織」（1-5 参照）として使われることもあります。

災害時支援の三者連携とは

　本手引きで取り上げる災害支援ネットワークは、災害時に被災者への支援に関わる民間

組織を中心に構成されたネットワークです。

　構成団体はさまざまなNPO・企業など（以下、NPO等）で、地域内の組織の集まりです。

組織だけでなく、個人が参加している例もあります。災害支援ネットワークは市町村域で

形成されることもありますが、この手引きでは主に「都道府県域の災害支援ネットワーク」

を想定して解説しています。地域内の多くの団体がネットワークメンバーとなっていると

ころから、災害支援を活動の主テーマにしている数団体で形成しているところまで、規模

はさまざまです。立ち上げのきっかけも、災害に備えて平時にNPO有志が声を掛け合っ

たり、行政が中心になって呼びかけたり、災害時の協力関係が恒常的なネットワークにつ

ながったりなど、地域により異なります。

　行政、社会福祉協議会（以下、社協）との連携は、両者が災害支援ネットワークに入っ

ているいないにかかわらず、不可欠です。本手引きでは、行政、社協と災害支援において

連携している、もしくは連携を図っていくネットワークを「災害支援ネットワーク」とし

ています。

　災害時は、NPO等の民間支援者だけでは解決できない問題も多く、NPO等と行政・社

協の三者連携があることで適切な支援につなぐことが可能になります。支援者がいるいな

いにかかわらず三者で知恵を絞り、解決策につなげることもあります。そのため、災害支

援ネットワークは行政・社協との連携があることが前提になっています。

　なお、地域の被災者支援の基盤になるネットワークですので、行政、社協と連携し、災

害支援全般をとらえたネットワークが複数存在することは、あまり考えられません。ただ

し、市町村などの地域別やテーマ特化型のネットワークがあるケースもあります。そうし

たネットワークとの連携がとれていると、災害時の支援に大きなプラスになります。

行政

リソースを持ち寄り

連携・協働

被災者の
困りごとやニーズ

情報共有・
調整が重要

社協
（災害ボランティ
アセンター）

NPO等
（災害中間
支援組織）
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　2016 年に発生した熊本地震以降、JVOADは支援のコーディネーションを行うには都

道府県域の災害支援ネットワークが必要と考え、その構築をサポートしてきました。それ

はなぜでしょうか。

　災害時には、地域内外を問わず、さまざまなNPOや企業等が被災地支援に関わったり、

関わろうとしたりします。しかし、個々の団体が得られる情報と支援できる範囲は限られ

ており、支援のもれ・むらをなくすためには他の団体と連携することが不可欠です。また、

他地域から支援に入ろうとしても、受け入れ体制ができていなかったため行政・社協と

NPO等や、NPO同士等の十分な連携がとれず、必要とされる支援が届かなかったり偏っ

てしまったりといったこともありました。

　たとえば、避難所の生活環境が整わない、在宅避難者（被災した自宅で生活を続ける

人）の状況がわからない、被災した家屋の応急措置ができない、温かくて栄養バランスの

良い食事が提供されない……といった課題が繰り返し指摘されています。背景にある状況

はケースバイケースでさまざまですが、支援の担い手不足、支援者間を調整する機能の不

足、支援者間の情報や認識を共有する場の不足など、十分な連携がとれていれば状況が改

善することも期待されます。

　こうした問題を解決して被災者支援を効果的に行うためには、平時から連携を進め、地

域の災害対応力を強化していくことが不可欠です。それには災害支援ネットワークが重要

な役割を果たします。

1-2 災害支援ネットワークはなぜ必要か

災害支援ネットワークの効果

すでに災害支援を行ってい

るNPO等の民間支援組織

の連携が図られる

これから災害支援を行いた
いNPO等の新たな地域支
援者層が災害支援に関わり
やすくなる

地域外からの支援の受け皿
となることで、外部支援団
体の連携が図れる（受援力
の向上につながる）

行政や社協とNPO等が連

携しやすくなる

平時に、被害想定や被災者

支援について学ぶ機会を作

ることができる

1 2 3

4 5

平時の災害対応力の強化・効果的な被災者支援
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1-3 行政・社協との関係

　被災地の行政や社協からすると、よく知らない団体との連携や個別団体への対応が難し

いケースがみられます。平時からネットワークがあることで、そうした課題が解消され、

行政・社協との関係を強化することができます。強化された連携関係を公的に明確化する

ため、行政・社協とNPO等の協定が締結されたり、会議体の規約に参加団体が明記され

ているケースがあります。また、防災基本計画のほか、地域防災計画や受援計画に災害支

援ネットワークが記載されるなど制度上に位置づけられているケースもあります。

　災害支援ネットワークを担当する行政の部署は通常、危機管理、福祉、協働などの部署

です。ネットワークのメンバーが直接顔を合わせるのはそうした担当部署の職員になりま

すが、災害時はNPO等も行政も幅広いニーズ・課題に対応するため、ネットワーク担当

の部署だけでなく、建築・土木、廃棄物、子育て、外国人、ペットなどに関する庁内部署

と連携することになります。これらの各部署との関係も、視野に入れておく必要がありま

す。

　都道府県域だけでなく市町村域にもネットワークがあると、よりきめ細やかな被災者支

援が可能になります。福島県いわき市の「災害支援ネットワークいわき」は、市町村域ネッ

トワークの例です。しかし、地域に中核的なNPOがないなどの場合、全市町村域にネッ

トワークをつくろうとすると無理が生じてしまいます。都道府県域のネットワークで市町

村をカバーする方法としては、メンバー団体の中で市町村担当を決める／市町村のNPO

支援センターとつながる、などがあります。

　「都道府県域のネットワークはできたが、市町村の行政・社協との連携が進まない」と

いう課題はよくみられます。市町村の行政・社協との連携は、都道府県の行政・社協と相

談して進めるとよいでしょう。

　なお、政令指定都市については災害救助法における「救助実施市※」に指定されている

ことがあります。災害支援ネットワークとしても、都道府県行政と同様の関係性を構築す

ることが求められます。

　災害時の災害ボランティアセンター開設に備えて、平時から災害ボランティアセンター連絡会議など
の定例会議が社協などによって持たれていることがあります。個人ボランティアを中心とした災害ボラ
ンティア活動を円滑に進めるため、関係団体等が連携・協議する会議体となっていることが多いです。
　災害支援ネットワークは、災害ボランティアセンターのためのネットワークではなく、地域で起こり
うる災害時の被災者ニーズを広くとらえ、その対応のために多様な社会課題に向き合うNPO等が参加
するネットワークです。組織単位の自主的な活動のウエイトが大きいともいえます。
　また、災害福祉支援ネットワークなど、今後も災害の分野に関してのネットワーク構築の動きが出て
くることが考えられます。いずれも、災害時の支援に向けて大切な場ですので、行政・社協はもちろん、
NPO等も両方に参加するケースもあります。それぞれの目的は異なりますが、連携していくことが大
切です。

災害ボランティアセンターの運営のための連絡会議などとの違い

※災害救助法における救助実施市……一般的に、法による救助は都道府県が実施し、市町村はこれを補助することとな
るが、災害救助法による救助の円滑かつ迅速な実施を図るため、救助実施市が自ら被災者の救助を行うことを可能に
する制度。政令市の申請により国が指定。2025 年 7月現在 13政令市が指定されている。
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　災害支援ネットワークには、数団体からなる小規模なところもあります。声をかけやす

いところ同士で「まずは作ろう」と動き始める行動力は大切である一方で、ずっと小規模

なままだと都道府県域をカバーするネットワークとみなされず、行政や社協との連携体制

がとりにくくなることがあります。幅広い団体が参加しているネットワークのほうが、行

政・社協をはじめ災害支援関係者にとって、一般にはアクセスしやすいといえるでしょう。

　連携の広さという点からは、災害時の支援に関心のあるNPO等に加えて、多様な社会

課題にそれぞれに向き合う支援組織や全国組織の関連組織（日本赤十字社（日赤）、生活

協同組合連合会（生協連）、連合、青年会議所、YMCAなど）、企業（地元企業、大企業

の支社）なども参加するネットワークになっていくことが望まれます。自治会などの地縁

組織は、都道府県域のネットワークに直接参加することはこれまではあまりなかったと思

われますが、災害時は協力関係が大事になります。

　なお、子ども支援や福祉支援などの活動分野でNPOが集まりネットワークを地域で作っ

ていることがあります。1-3 で言及した市町村域のネットワークを含め、災害支援ネット

ワークはそうしたさまざまなネットワークと連携体制をとる必要があります。そのような

ネットワークが、災害支援ネットワークの構成メンバーのひとつになっていることもあり

ます。

1-4 ネットワークの規模とメンバー構成

　災害支援ネットワークの具体的なメンバー構成は、ネットワークごとにかなり異なっています。
地域の状況によりますので、「ベストパターン」のようなモデルもありませんが、何らかのイメー
ジができるよう、実例をもとにした構成例を挙げます。

災害支援ネットワークのメンバー構成の例

NPO支援組織、社協、生協連、連合、日本青年会議所、高齢者福祉団体
弁護士会、大学地域防災センター、移動販売団体（すべて県域）…全 9団体
＊県はオブザーブ参加

ネット
ワーク例

A県

NPO支援組織、生協連、連合、日赤、国際交流財団、大学ボランティアセンター
コミュニティ財団、防災士会（以上、県域）
政令市社協、県内NPO、災害支援NPO（全国域）…全 13団体
＊情報共有のみの団体登録制を併用　＊県・県社協と県設置の連携会議で連携

ネット
ワーク例

B県

NPO支援組織、コミュニティ基金、国際交流協会、防災士会、建築士会、連合、　
建設労働組合（以上、県域）、市民活動センター（市域）、県内NPO／ NGO（多様・
多数）、保育園、大学、企業、薬局、災害支援NPO（全国域）　…全 66団体
＊県・県社協・経営団体と四者協定を結び連携。県内市町との協定も有

ネット
ワーク例

C県
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1-5 災害支援ネットワークと
災害中間支援組織

　2023 年から、国の防災基本計画に「災害中間支援組織（NPO等の活動支援や活動調

整を行う組織）」という記載がされるようになりました。当時、JVOADでは災害支援ネッ

トワークと災害中間支援組織をあまり区別せずに使っていたのですが、やがて各地で使わ

れ方にバラツキがあることがわかってきました。ネットワーク全体が災害中間支援組織と

とらえられている例や、ネットワークとして法人格をとった例、ネットワークの事務局が

災害中間支援組織と呼ばれている例など、地域により認識がさまざまです。

　本手引きでは、災害支援ネットワークは 1-1 で述べたとおり被災者支援に関わる組織

などで構成された集合体を、災害中間支援組織は災害時に被災者支援コーディネーション

を行う組織を指しています。

　ネットワークが設立されて間もない段階だと、災害中間支援組織が明確に立ち上がって

いないケースもあります。

　下の表のように、災害支援ネットワークがあることで、災害中間支援組織のコーディネー

ション機能が発揮されます。

　被災者のため自発的かつ組織的に活動するNPO等をサポートし、行政・社協・NPO等の連携を進
め、支援のもれ・むらを防ぐための被災者支援コーディネーションを行う組織。下表の4つの機能を持っ
ているか、または持つことが想定されています。
　これらのことを実施する（または、実施することを想定している）組織を災害中間支援組織とします。
災害支援ネットワークが地域で充実していくことでこれらの機能がより高まります。

災害中間支援組織とは

災害中間支援組織の機能 災害支援ネットワークによる機能向上

①支援者間の連携を促進する。 ネットワークがあることで、支援者間の連携が促進される。

②ニーズと支援の全体像を把
　握する。

ネットワークメンバーからの情報を集約することで、ニーズと
支援の全体像の把握につながる。

③支援団体をサポートする。
ネットワークがあることで、支援のマッチングなど、現場で活
動する団体のサポートをおこなうことができる。

④課題解決につなげる調整を
　行う。

ネットワークがあることで、ニーズに対して解決策をもった団
体につなげることができる。

参考：JVOAD『被災者支援コーディネーション ガイドライン』（巻末資料 6）11ページ、13ページ

支援のもれ・むらを防ぐ
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災害支援ネットワークと災害中間支援組織の関係

災害支援
ネットワーク＝

……災害支援NPO、災害支援以外のNPO、企業、業界団体等

行政

社協

……災害中間支援組織が一団体のケースもある

　災害中間支援組織は、災害支援ネットワークを構成する団体の一つまたは一部であるこ

ともありますが、複数の団体が協力・分担して担っていることもよくあります。例えば、

ネットワークの幹事団体や世話役が兼ねているといったケースです。また、都道府県域の

NPO支援センターが普段からのネットワークを活かして、NPO支援センター自体が災害

中間支援組織の役割を担っているところもあります。

　この組織が被災者のため自発的かつ組織的に支援するNPO等の活動をサポートし、行

政・社協・NPO等の連携を進め、支援のもれ・むらを防ぐための被災者支援コーディネー

ションを行います。そのためには、災害支援ネットワークに多様な支援の担い手が参加し

ていて、かつネットワークへの参加意識がメンバー間にあり、協力し合う関係性があるこ

とが大切です。

　なお、NPO等に被災者支援の活動資金を仲介することのみを行う組織や、特定の領域

の団体のみをサポートする組織などは、一般には中間支援組織とされることが多いですが、

本手引きでいう災害中間支援組織とは異なります。そうした団体も大事な支援者ですので、

災害支援ネットワークへの参加を働きかけることが重要です。

災
害
中
間
支
援
組
織

＝

※行政・社協は災害支援

　ネットワークに入って

　いる場合もある

……テーマ別ネットワーク、地域別ネットワーク等
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1-6 災害支援ネットワークに必要な要素

　これまで述べたように、災害支援ネットワークは特に災害時の被災者支援活動において

重要な存在です。1章の最後に、災害支援ネットワークの重要な要素を 3点にまとめてお

きます。AとCは 9ページの図の、ネットワークと災害中間支援組織に対応しています。

　まず、地域のNPO等の民間組織が幅広くかかわっていることです。次に、NPO等が行政・

社協と連携するための基盤であることです。最後に、被災者支援コーディネーションの機

能があり、その体制を何らかの形で持っていることです。

　3つの要素に、具体的な取り組み内容を挙げた表が下記になります。ネットワークのも

つこれらの要素が充実していくことで災害対応力が強くなっていきます。

　自分たちで取り組むことの検討など、ネットワークの立ち上げや既存のネットワークの

ふりかえりの参考にしてみてください。

災害支援ネットワークの重要な要素

A　地域の NPO を中心

とした民間支援組織

の集合体

□ 広くNPO等が関わっている
□ 団体同士の顔の見える関係を作り、相互理解を進める
□ 被害想定や過去事例を共有する
□ 災害支援について学び、災害対応力を強化する
□ 参加団体・企業を増やしてネットワークのすそ野を広げる

B　NPO 等が行政・社

協と連携するための

基盤

□ 三者の会議体など、三者が集まる場を設ける
□ 三者の役割分担を決める
□ 研修、勉強会、視察などを三者で協力して開催する
□ NPO等と行政・社協の相互理解を深め、信頼関係を構築する
□ 市町村域と連携・共通認識を作る
□ 支援分野ごとの連携をつなぐ
□ 三者の応援や受援の体制を作る
□ 自治体の防災計画での位置づけをはかる

C　災害中間支援の機能

と体制

□ 被災者支援コーディネーション機能の共通認識を広げる
□ 災害中間支援組織を設ける（ない場合は、誰がどう担うか明確に

する）
□ 円滑な意思決定ができる体制を作る
□ ネットワークの参加者間、NPO等と行政・社協などのコーディ

ネーションをする
□ ネットワークの広報や災害時支援課題の啓発をする
□ 人材を確保・育成する
□ ネットワーク運営財源を確保する



災
害
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
立
ち
上
げ
か
ら
運
営
ま
で

2
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　立ち上げ時や準備段階は、被災者支援のためのよい協力関係を

作っていけるかどうかが大きく左右される時期です。特定の人が全

部の準備作業をするのではなく、一緒に考えてくれる仲間と協議す

るところから始めましょう。NPO等のメンバーで立ち上げる場合

は、都道府県の行政・社協に設置前から相談しましょう。行政・社

協の主導で立ち上げる場合は、NPO支援センターや災害支援団体

などと一緒に検討するのが望ましいです。地域に災害関係の会議体

が存在する場合は、目的・内容などを理解して調整を図ることを考

えておきます。

　なお、本章では具体的な取り組みを紹介しますが、すべてを最初

から行う必要はありません。段階を追って進むチェックリストでは

なく、一緒にできることから試行錯誤するためのヒントリストとし

て活用してください。地域に合うネットワークはどのようなものか

検討しながら、時間をかけてグルグル回り少しずつステップを踏ん

でいきます。地域の状況や設立の背景に応じて柔軟に進めましょう。

　具体的な取り組み内容については、他地域で先行しているネット

ワークから学んだり、JVOADに相談することもできます。

2-1
ネットワークを立ち上

げる前の準備や、立ち

上げ時の留意点を教え

てください。

⿟ネットワークへの参加を呼びかける前に、すでに賛同している少数のメンバーでネットワーク
の役割、方針・方向性などを話し合う。

⿟中心メンバーの定期的な会議を設定する。
⿟NPO等で立ち上げる場合は、行政や社協に相談に行く。
⿟NPO支援センターが立ち上げに関わっていない場合は、早い段階で都道府県域・市町村域の
NPO 支援センターへのヒアリングなどを通じ、ネットワークへの理解や連携の可能性を協議
する。

⿟ネットワークへの参加を呼びかける前に、地域内のNPOや企業などにアンケート調査をする。
（資料 2参照）
⿟先行してネットワークの活動をしている他地域に、NPO等と行政・社協が一緒に学びに行く。
⿟地域のNPO等に呼び掛け、立ち上げに向けたフォーラムなどのキックオフイベントを実施。問
題意識や地域の課題を共有し賛同者を増やす。

⿟ネットワークの理解を得る・深めるための研修や勉強会を実施する。
準備・立ち上げ時のフォーラム・研修等の内容例
⿟これまでに起きた災害時の課題を学ぶ。
⿟他地域のネットワークを招き、取り組み状況を話してもらう。
⿟地域の被害想定と対応に関する準備状況を把握する。
⿟ネットワークの目的等の話し合いに十分な時間をかける。
⿟地域にどのような団体があるかを把握する。
⿟自分たちにどんなことができるかの棚卸しワークショップをする。

準備や立ち上げ時にすることの例とヒント



岐阜県　面積：10621.29km²　人口：1,916 千人　

自治体数：42市町村　高齢化率：31.4%

群馬県　面積：6362.28km²　人口：1,890 千人　

自治体数：35市町村　高齢化率：31.1％

c a s e  s t u d y

c a s e  s t u d y
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　災害支援ネットワークづくりをめざして、県内の非営利団体職員有志 4 人で結成した会です。

2023 年の初めから月 1 回のミーティングで、どう呼びかけるか、何をするかなど話し合い、その

年の 5 月に『「ふだんの活動を災害時に活かす」集い』を開催。PR する段階になって、会の名称

を決めました。ホームページを「ペライチ」で無料公開し、フェイスブックページも作りました。

　2024 年は、代表が勤務先団体の派遣で能登半島地震災害の支援に入った経験やつながりから、

能登半島地震の被災者支援活動の話を聞く会を企画し、Youtube でライブ配信。2025 年は、子

どもの支援をしている人・団体を想定して「災

害時の子ども支援」を学ぶ研修会（資料 4

参照）をしました。子ども関係の団体から「こ

ういう研修会を待っていた」という声をいた

だき、災害支援以外の活動団体にも重要な関

心事であることをあらためて感じました。

　「県内で活動していて災害時の支援に関心

のある人」が見えてきたので、次はネット

ワークの維持を担う人づくりに力を入れたい

です。

有志 4 人でスタート、集いや研修会を年 1 回のペースで継続
（談）群馬県内災害支援ネットワークをつくろうの会

　県が事務局を務める「岐阜県災害中間支援組織にかかる検討会議」に県社協と日赤、生協連、青

年会議所、防災士会、県と大学の共同設置機関、当法人を含む NPO が参加しています。

　当法人は、県の施設である「ぎふ NPO・生涯学習プラザ」の運営を受託していて、県内市町村

の市民活動センターと定期的なオンライン交流会をしています。でも、それだけでは災害時にどう

連携できるかまでは分かりません。そこで昨年、各センターを訪問して、災害時連携を準備するた

めのヒアリング調査を行いました。全体に体制が弱いセンターが多いのですが、その中でも被災時

に市外からの支援が特に必要な地域はどこか、県内他地域が被災したときに支援に入れそうなセン

ターはどこかなど、具体的に把握できました。

　訪問した際は、災害が起きたらどんな役割を求められるかについても話し合いました。「とても

無理です」という反応ももちろんありますが、じゃあどんなことならできるか、そのためにどんな

準備をすればいいかを考えるきっかけにしていただけたと思います。県や市、社協がどう動くか、

どんな機関が設置されるかといった話もしました。

　「起きたら何をするか」というよりも、地域の中で日常的にいろいろな取り組みがあり、そこか

らいろいろなつながりがあることで、災害時に強い地域になると考えています。市民活動推進の中

間支援組織である当法人が災害支援ネットワークづくりに取り組む意味は、そこにあるのだろうと

考えています。

県内の市民活動センターを訪問し、災害時の動きについてヒアリング
（談）特定非営利活動法人ぎふＮＰＯセンター

災
害
時
の
子
ど
も
支
援
に
つ
い
て
学
ぶ
研
修
会

（
２
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２
５
年
２
月
）

各事例右上の都道府県概況は、面積は国土地理院 令和 7年全国都道府県市区町村別面積調（4月 1日時点）、人口・高齢化率
（65歳以上人口割合）は政府統計ポータルサイト「都道府県・市区町村のすがた（社会・人口統計体系）」（調査年：2024 年度）、
自治体数は地方公共団体情報システム機構（2018 年 10月 1日現在）によります。



長崎県　面積：4131.21km²　人口：1,252 千人　

自治体数：21市町　高齢化率：34.7%

長野県　面積：13561.56km²　人口：1,987 千人

自治体数：77市町村　高齢化率：32.9%

c a s e  s t u d y

c a s e  s t u d y
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　長野は災害が多く、2011 年の長野県北部地震以降、大雪、大雨、噴火などにみまわれています。

危機感を持った県と生協連、県社協、NPO センターが、2017 年春頃から、県内の災害時連携体

制づくりを念頭に置きフォーラムを企画し始めました。企画会議を 8 回開き、2018 年 1 月に開催。

97 団体・組織から 182 人が集まりました。事務局は、1 回目のフォーラムまでは生協連、その後

は県社協が務めています。

　2 回目のフォーラムに向けて、も

う 4 団体に加わってもらい、再び

企 画 会 議 を 重 ね て 2019 年 3 月、

第 2 回を開催しました。その後、

災害支援団体・個人の定期的な交流

の場も持ち、顔がみえる関係ができ

ていきました。

　令和元年東日本台風の対応に追わ

れた 2019 年度を除き、フォーラム

は毎年開催しています（資料 4 参

照）。

県・生協連・県社協・NPO センターでフォーラム開催、約 100 団体が参加
（談）長野県災害時支援ネットワーク

　指定管理者として運営している「ながさき県民ボランティア活動支援センター」の事業に、

2024 年度から災害中間支援組織と災害支援ネットワークのための事業が加わりました。前年度末

から準備を始めて、センター登録団体と県内の NPO 法人に、災害時の支援活動についてアンケー

ト調査をしました。

　災害が起きたら支援活動をするか、災害時支援団体として登録できるかなどを尋ねたところ、回

答した NPO 法人の 6 割以上に災害時支援活動の意思があり、2 割が団体登録できるとしてくれま

した。このアンケートをもとに被災者支援団体登録を呼びかけて、現在 23 団体が登録してくれて

います。

　災害が少ない地域なので、「なんで必要なの？」という声もあります。そこで、今年の 3 月と 5

月に研修会を企画して、アンケートの対象者に案内しました。3 月は 62 人、5 月は 39 人が参加して、

長崎でどんな災害が想定されるか、また災害時に自分たちの団体がどの分野でどんな支援ができる

のか、グループで考えました。災害時の支援のイメージが具体的になり、「できることがある」と

気づいてもらえたようです。企業の参加もあり、市民団体との接点ができました。

　今後は県や県社協との連携を進めて、連携体制が明確になったら県内の 21 市町から集まっても

らって運営委員会のような場を作り、ネットワークの名称や、平時と災害時にそれぞれどんなこと

をするのかなど、話し合っていきたいと思います。

NPO にアンケートと研修会を実施、災害が少ない地域で意識化してもらう
（談）特定非営利活動法人 Fineネットワークながさき

第
６
回
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沖縄県　面積：2282.11km²　人口：1,466 千人　

自治体数：41市町村　高齢化率：24.2%c a s e  s t u d y
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　ネットワークを任意団体や法人として組織化する例は少なくありません。任意団体の場合は規約、
法人化している場合は定款を作成することになります。
　規約があるとネットワークの目的が明確になり、参加者同士の共通認識につながります。行政な
どに対してもネットワークの説明がしやすくなります。行政との連携を具体化する際に、ネットワー
クが規約を持っていることが必要になる場合もあります。
　規約・定款ができるとネットワークの方針・方向性が明確になります。対外的に説明する資料も
作成するといいでしょう。

ネットワークの規約・定款

　私たちは、防災キャンプや防災人材育成、ネットワーキン

グなどに取り組んでいる団体です。

　ネットワーキング事業では、　2 年前の 2023 年から、災

害支援ネットワークづくりのプロジェクトを進めています。

1 年目は、他地域の災害支援ネットワークの方に毎月のオン

ラインミーティングにアドバイザーとして入っていただき、

検討を続けました。

　プロジェクトの中で、「沖縄の災害支援につながるネット

ワークたな卸しワークショップ」を 2 回開催しました。災

害プラットフォームおきなわの会員などが集まり、参加者が

個々につながっている先を出し合って、「食と栄養」「子ども」

「物資」などの分野に分類。沖縄独自の課題として見えた「観

光」「米軍基地」を追加しました。分野はリストにして、分

野別にどんな人や組織が県内外にあるか整理し、つながりを

可視化しました。

　その後、被災地支援や災害支援ネットワークをテーマに

したフォーラムを開催し、行政、社協、NPO・地縁組織な

どから 39 人が参加。そうした関係があったことを背景に、

2024 年 11 月の沖縄本島北部地域における大雨災害では、

情報共有会議を 2 回、オンライン開催しました。平時の申

し合わせなどがない中、行政、社協、民間団体が集まり、情

報を共有し支援を検討しました。

　2025 年 3 月、県の地域防災計画に「災害中間支援組織」

が位置づけられました。行政、社協、民間組織にヒアリング

とネットワークの説明を始め、災害支援ネットワーク設立に

向けて動き出しています。

それぞれのつながりを可視化する「たな卸し」ワークショップ
（談）一般社団法人災害プラットフォームおきなわ

付
箋
の
コ
メ
ン
ト
を
分
野
に
分
類
（
２
０
２
４
年
１
月
）

た
な
卸
し
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

（
２
０
２
４
年
１
月
）

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
会
議

（
２
０
２
４
年
７
月
）
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2-2
どんな団体に、どのよ

うに声をかけたらいい

でしょうか？ 

　構成団体をリスト化することで、地域での災害時にできることがあれば関わろうと考えている団
体がどれぐらいあるかが可視化され、参加を検討しているNPO・企業等や、行政・社協が連携を
検討する際に理解が得られやすくなります。
　登録情報の項目の例は、団体名／団体所在地／代表者役職・氏名／担当者役職・氏名／連絡先／
普段の活動／災害時に想定している活動／これまでの被災者支援の経験――などです。

構成団体の登録情報

　災害支援活動をしている団体というと思い浮かばないかもしれま

せんが、災害支援に限らずいろいろな目的で活動するNPOが地域

にあるはずです。災害が起きると、そうしたNPOが日ごろ活動対

象としている人たちが被災者になるかもしれません。特に子ども、

障害児者、高齢者、外国ルーツの人、生活困窮者など、平時から配

慮が必要な人々をサポートしている活動者の視点はとても大切で

す。地域で活動するNPO等に、できるだけ声をかけましょう。

　複数市町村で活動している団体、都道府県域のネットワークを持

つ分野別の団体、NPO支援を行う団体、災害時に地域のキーパー

ソンとなる人や団体は特に重要です。こうしたメンバーが加わると、

ネットワークとしての課題対応力が高まります。

　災害支援ネットワークに関わりたいと思っても、災害支援を専門

とする団体の集まりに参加するのはハードルが高かったり、構成団

体に名を連ねるのは荷が重いと考えていると聞きます。地域課題の

一つとしての災害について話し合うような機会を作り、「災害が起

きたら情報交換や連携をしましょう」としておくだけでもまずは十

分です。発災時に支援を行う意思が明確な団体のネットワークと、

ゆるくつながり情報共有の場や研修等の案内のみを連絡する先を分

けておくことも一つの方法です。

　1-4 で挙げたような、全国組織の関連組織である日赤、生協連、

連合、青年会議所、YMCAなどにもできるだけ協力を呼びかけた

いものです。弁護士や行政書士、税理士などの「士業」の連絡会、

被災者支援に関心のある企業など、普段はあまり接点がなくても災

害時に連携する可能性がある組織も構成メンバーになってもらえる

と心強いです。声をかける際には、呼びかけ先と信頼関係のある人

に協力してもらうとよいです。無理強いせず丁寧にネットワークの

意義や役割を伝え、目的や問題意識を共有してもらえるようにして

参加を勧めましょう。

　NPO等で立ち上げて行政・社協がまだ深くかかわっていない場

合は、定例会などに出席してもらえるよう働きかけます。

　全体像としては、都道府県内のNPO等に広く呼びかけた上で、



山口県　面積：6112.92km²　人口：1,281 千人

自治体数：19市町　高齢化率：35.5％c a s e  s t u d y

17

構成団体としてリスト化できるのは関心の高

い団体になり、さらにその中で運営を担うこ

とができるコアメンバーがいるという形にな

ります。事務局機能も必須です。事務局につ

いては、2ー 4で解説します。 ④
事務局

③
幹事会など
のコア層

②
災害支援に
関心のある
NPO等

①
都道府県内
のNPO等

・リスト化
・活動内容提示

・呼びかけ対象

　災害支援ネットワーク構築に際して、「がっちり

ネットワーク」と「ゆるやかネットワーク」に分け

て考えています。「がっちり」は県社協や県内市域

の市民活動センター、県内外の災害支援団体など、

発災後の初動からがっちり連携する団体のネット

ワークです。「ゆるやか」の対象は、「災害支援・防

災」と聞いて「直接自分たちは関係ない」と直感す

るような、災害以外のテーマで活動している多くの

団体です。この整理は、近隣県の災害中間支援組織

の方から提案いただきました。

　「ゆるやか」が対象としている多様な団体は、特

に復旧・復興期はそれぞれの日常活動の専門性を被

災地支援に活かしてもらえる重要な存在です。そこ

で、そういった「非災害支援」の団体に参加してい

ただきやすいようにと考えて、アンケートを実施し

ました。アンケートは、対象団体の目線にできるだ

け合うよう「災害時できるかもアンケート」という

柔らかいタイトルに（資料 2 参照）。400 団体に E

メールで依頼し、81 団体から回答いただきました。

　ウェブページ媒体の「できるかもニュースレ

ター」、対面交流会の「災害時できるかも大交流会」

など一連の取り組みを続けて、ゆるやかなつながり

を構築中です。

「がっちりネットワーク」と「ゆるやかネットワーク」に分けてアプローチ
（談）特定非営利活動法人やまぐち県民ネット 21

「
で
き
る
か
も
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」（
２
０
２
５
年
９
月
）

災
害
時
で
き
る
か
も
大
交
流
会
（
２
０
２
５
年
５
月
）
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2-3
立ち上げたあと、ネッ

トワークを充実させて

いくために何をしたら

いいですか？

場づくりなど 場づくりの内容・例

①都道府県内の団体
が集まる場

さまざまな社会課題に向き合っている団体が災害支援をテーマに定期的に集まり、互い
の活動を認識し合う。団体、個人にかかわらず、間口を広くし関心のある人に参加して
もらえるゆるやかな場としている例や、発災直後から行っていた情報共有会議の頻度を
減らして続けたり、オンライン参加を可能にして継続したりといった例がある。

②三者連携のメン
バーが集まる場

NPO等と行政・社協の三者が集まり、連携体制の強化策などを話し合う。「コア会議」
と呼ばれることもある。

③分野ごと、地域（行
政区分のブロック
など）ごとの場

食、子ども、ジェンダー、ペットなどの分野ごとや都道府県内のブロックごとで、地域
の課題や支援の知見を共有したり、支援で目指す状況やあり方を話し合ったりする。

④NPO等と企業の場 地域にある企業は、災害時支援の担い手として重要なステークホルダーである。NPO
にとっては、企業との情報共有は異なる視点から学びを得られる。企業の被災者支援へ
の参加につながる。

⑤NPO等と行政の場 NPO等と都道府県や市町村の関連部署との関係構築を、日頃から図っておく。NPO等
が行政の防災訓練や災害対策本部訓練に参加したり、行政が実施する行事で災害の話が
できるとよい。行政がネットワークに参加していない場合でも、担当者が異動になった
ら後任者に説明に行きネットワークが認知されるようにする。

⑥研修・勉強会や訓
練、フォーラムな
どの場

専門分野のNPOや他地域の災害支援経験者を講師に招くなどし、訓練や研修会、勉強
会を開催。災害に対する意識の向上や、ネットワークへの参加者増につなげる。年に一
度のフォーラムを定期開催している例もある。三者での合同訓練や研修の共催ができる
と、幅広い参加と三者の交流が進む。

⑦NPOの調査 都道府県内のNPOを調査してどんな団体があるか可視化し、ネットワークを広げたり
連携を強めたりする事に役立てる。

⑧発行物作成 ネットワークを対外的に説明する資料を作っておくと、ネットワークの存在意義が伝わ
り、参加や支援、連携が進みやすくなる。

　ネットワークをつくる目的は、行政・社協とNPO等、あるいは

NPO等同士が、互いのことをよく知り関係性を強めることです。

そのつながりが、それぞれが持つ支援の強みや情報を災害時に活か

し合います。そのため下表のような、関係性をはぐくみ、広げてい

く場づくりが平時の重要な活動になります。

　場づくりの一般的な手法は、定期的な会議や研修、勉強会、イベ

ントなどです。続けるうちに形式的になってしまうことがあるので、

そう感じたら話し合って見直しましょう。ネットワーク外の人の意

見が新たな動きのきっかけになることもあるので、外からの視点も

尊重しましょう。ネットワークに関わる人の交代や新団体参加に合

わせて改めて認識合わせをしたり、社会情勢の変化に伴う課題対応

をしたりすることも必要です。「取り組みの例」を囲みにしていま

すので、参考にしてください。

　ネットワークに関わる必要性をメンバーが感じなくなると形骸化

する可能性があるので、自分の専門分野や得意な活動を通じて何か

できることがある／普段の活動が災害時にもつながると感じられる

――といったことを、無理せず続けられるとよいでしょう。



神奈川県　面積：2416.55km²　人口：9,225 千人

自治体数：33市町村　高齢化率：26.0％c a s e  s t u d y
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集まって○○する
⿟防災や被災者支援についての研修、勉強会。
⿟平時の社会課題を切り口にしたテーマで研修、勉強会。
⿟防災や被災者支援に関する報告書や記録、映像などを取り上げて、対話の場の題材にする。
⿟シミュレーション訓練、図上訓練、防災キャンプ。
⿟実行委員会形式等で年 1回のフォーラムを開催。
⿟分野ごとの部会にして交流を継続。
⿟分野横断的に理解し合える交流会。
⿟市町村など地域ごとの取り組みで、地域の理解と、地域ベースのNPO等との連携を深める。
⿟ネットワークの課題について表出し、話し合う場を設ける。
NPO と行政・社協の連携を強化する
⿟平時にも三者の定例会議をもち議事録に残す。
⿟防災や発災時に役立つ行政情報の共有。
⿟発災時の庁舎や社協などの施設利用など具体的な取り決めを進める。
⿟立ち上げ時に行政・社協と協定締結していない場合は協定の策定。
⿟防災基本計画に災害支援ネットワーク（または災害中間支援組織）を位置付ける。
⿟災害対策本部に災害支援ネットワーク（または災害中間支援組織）を位置付ける。
情報を収集・発信する
⿟日常的に情報が集まるよう働きかける。
⿟切れ目のない情報発信をする。
⿟LINE グループや Facebook グループによるハードルの低いコミュニケーションを続ける。
⿟地元新聞社などのメディアとつながりネットワークを取り上げてもらう。

ネットワーク立ち上げ後の取り組みの例とヒント

　ネットワークのメンバー団体としては、今 3 団体だけです。内閣府と県の呼びかけで 2019 年
に開催された「災害時における三者連携・協働に向けた研修会」に、参加した 3 団体でネットワー
ク事務局を担っています。研修会終了後、その 3 団体で準備会を立ち上げましたが、立ち上げ後
すぐコロナ禍になったので、災害支援ネットワークや災害中間支援組織などのオンライン勉強会を
続けました。県や県社協、共同募金会の方も参加してくださり、国のガイドラインや他地域の事例
を一緒に学んだことで距離が縮まりました。
　翌年、かながわボランタリー活動推進基金 21 協働事業負担金対象事業に応募し、採択。県・県
社協・共同募金会と、平時のコア会議（18 ページ表②参照）と災害時の情報共有会議について検
討しました。神奈川県被災者支援機関連絡会議規約では、当ネットワークも会議体の一員に位置づ
けられています。
　また、市町村には災害時に市民団体と連携する可能性を、NPO には災害時に支援活動をする意
思を尋ねるなどのアンケート調査をしました（資料 2 参照）。「支援したい」としてくれた団体から、
ネットワークへの参加を呼びかけていく予定です。

有志 3 団体で勉強会を始め、連携体制づくりを県の協働事業に応募し採択
（談）災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわ
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　災害支援ネットワークを維持していくために、事務局機能は必要

です。災害支援ネットワークの基本的な事務局機能の例としては、

下の囲みのようなものがあります。

　災害中間支援組織ができていれば、通常はそこが事務局を担うこ

とになるでしょう。災害中間支援組織がない場合は、メンバー団体

の中でどこかが担うことになります。

　人材や資金が限定的なネットワークが多く、事務局業務に限らず

ネットワークの運営全般の負担が特定の団体や人に偏りがちです

が、そうなると継続しにくくなります。限られた人の負担の重さと

ともに、業務が属人的になるというマイナス面もあります。会議や

研修などの企画運営、資金調達などを含めて、役割分担や運営責任

の持ち方をネットワークの中心メンバーで定期的に話し合いましょ

う。議事録作成といった事務業務を当番制にするなど、可能なこと

は分担して負担が集中しないようにしているネットワークもありま

す。発災時には動ける人で対応する事態になることも考慮しながら、

自分たちに合う運営を考えましょう。

　事務局は中立的な立場で、ネットワークの参加者と信頼関係を築

けることが必須です。また、さまざまなNPOや企業と広くつながっ

ていることも重要です。既存の団体が担うことが難しければ、災害

支援ネットワークの事務局として法人を設立する場合もあります

が、専従職員を置く余裕がないと、その法人の運営をそもそも誰が

担うのかという問題も出てきます。

　NPO支援センターが事務局を担うケースもあります。ただし、

行政からの委託などで運営している場合には、防災活動や災害対応

が仕様書に入っていなければいざというときに動くことができませ

ん。それぞれの強みを生かしながら、ネットワークのメンバー団体

が協力し合う事務局体制を取りましょう。

　行政や社協が事務局を担う例もあり、三者

連携しやすくなるメリットがあります。ただ

し、発災時は他の業務に押されやすいため、

ネットワークの事務局業務の優先順位が下が

らないように確認する必要があります。

　メンバーだけでなくネットワーク外の関係

組織を含めて事務局への理解を広げ、災害時

にも機能する体制を整えていくことが重要で

す。

2-4
ネットワークの事務局

の役割を教えてくださ

い。

⿟ネットワークの構成団体の情報収集・整理。
災害時は構成団体の動きの把握も含む。

⿟ネットワーク外の会議への参加。
⿟ネットワークの活動記録、共有。
⿟行事開催時の準備、運営、共有。
⿟会員総会の準備、運営、共有。
⿟対外的な対応。
⿟ネットワークの文書・ファイル管理。
⿟ネットワークのお金（現金・通帳）の管理。
⿟ウェブサイト更新、管理。
⿟SNSでの発信。
⿟メンバーや行政・社協の連絡先などの管理。

災害支援ネットワークの事務局機能の例
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　当ネットワークは、特定の代表者や事務局を置かず、世話役 8 団体が共同で代表権を持ち、事

務局機能もそれぞれの団体の持つ強みを活かして役割分担し

ています（表）。要配慮者部会、技術系プロボノ部会、情報

部会などの部会も分担し、月 1 回の「世話役会」の事務業

務は持ち回りです。

　発災時のための「災害時要項」がありますが、各団体の被

災状況や体制は予測できないので、役割分担は決めていませ

ん。行動の流れは決めているので、2018 年の大阪府北部地

震のときもフローどおり発災当日の夜に世話役会を持ちまし

た。発災時は窓口がないと対応などが滞るので、世話役の 1

団体に事務局を置きました。

　10 年前に「顔が見える関係」作りをするゆるやかな場と

してできたのですが、制度上の位置づけなどが必要になって

きて、2020 年に規約を作りました。「会員団体」とは別に「情

報登録団体」を設け、情報提供のみでつながることのできる

ゆるいネットワークも視野に入れています。

世話役 8 団体で事務局業務を分担、発災時は 1 団体に事務局窓口を設置
（談）おおさか災害支援ネットワーク

　現在、高知の災害支援ネットワーク設置に向けて準備中です。ネットワークの事務局は、災害中

間支援組織（県と県社協が共同事務局）で担うことを検討しています。

　全国的には NPO 法人が市民活動センターを運営している例は多いと思いますが、高知県では県

域の支援センターに相当するのが当センターになります。平時から県内の NPO とつながっていて

顔が見える関係があるので、災害支援ネットワークの事務局になるのは、自然な流れといえるかも

しれません。

　ただ、災害が起きて被害が大きい場合は、市町村社協が災害ボランティアセンターを設置するた

め、県社協はそちらをサポートする「高知県災害ボランティア活動支援本部」を開設することになり、

当センターのスタッフもその業務に従事することを予定しています。このため、災害時にはネット

ワークや NPO 等による支援調整を一手に引き受けるのは難しくなる可能性が高いと考えており、

県と役割分担して支援調整を担うことを予定しています。今後は、ネットワークのコアメンバーな

どとの役割分担を考えないといけないと思います。

　県社協が事務局を担うプラス面としては、市町村社協が把握する住民のニーズと支援者の両方が

平時から見えているしつながりも多いので、コーディネーションしやすいということがあるでしょ

う。復興期も、市町村社協等が地域ささえあいセンターを運営することがよくあるので、息の長い

支援をつなぎやすいと思います。

県と社協の共同事務局で、住民ニーズに沿った息の長い支援
（談）社会福祉法人高知県社会福祉協議会 高知県ボランティア・NPO センター

主な業務の世話役ごとの分担
団体 担当業務の例

A 会計

B 年 2、3回の定例会運営、
大阪市・市内社協連携窓口

C 年 2、3回の定例会運営、
堺市・市内社協連携窓口

D 年 2、3回の定例会運営

E 大阪府連携窓口

F 他都道府県ネットワークな
どの連携窓口

G 他都道府県ネットワークな
どの連携窓口、基金

H メーリングリスト管理、備
品等管理
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2-5
他地域の取り組みを知

る・交流するためには

どうしたらいいでしょ

うか？

　　他の都道府県の取り組みから学ぶにあたっては、ネットワーク

の運営や災害支援の対応など、知りたいことや目的を明確にします。

また、ネットワークのあり方や災害対応は地域によって異なります

ので、可能であれば複数の地域から学び、自分たちに合った運営を

検討することが必要です。

　可能であれば、NPO等と行政、社協がともに学び、互いの目線

を合わせましょう。視察に行くときは一緒に見学し話を聞くととも

に、訪問先の行政、社協、NPO等からそれぞれに話を聞くといっ

たやり方もあります。

　災害の経験を学ぶときは、ネットワークの形成段階や地域性、地

形、人口、課題など自分たちが課題と感じている共通項がある地域

や人に依頼します。子ども支援、障害者支援などの活動団体から団

体の災害時の経験を聞くことも、貴重な学びの機会になります。特

に、災害分野でない団体は平時に災害への取り組みを優先的に考え

ることは難しいですが、同じ分野の他団体とつながることで、ネッ

トワークに参加する意義がより明確になるかもしれません。

　災害対応については、成功事例よりもうまくいかなかった事例の

ほうが普遍的で、多くの学びを得やすいです。事前の打ち合わせで、

うまくいかなかったことや改善点を教えてほしいと依頼しておくと

いいでしょう。

研修会の実施、視察
　他地域の災害支援ネットワークについて学ぶための研修会や視察の自主開催以外に、一般参加可
能な研修会等が行政や災害関係団体によって行われることがあります。
　講師依頼や視察は、対象の災害支援ネットワークに直接連絡するか、JVOADに相談いただくこ
ともできます。

「災害時の連携を考える全国フォーラム」
　JVOADが主催する全国規模のフォーラムです。年 1回の開催で、災害支援ネットワークをテー
マにした分科会などがあります。ウェブ等で申し込みをすれば、誰でも参加できます（有料）。
参加者が限定されるもの
　内閣府が官民連携による被災者支援体制構築事業・モデル事業の実施都道府県を対象とした定例
会を開催しています。関心のある都道府県等がオブザーバー参加することもあります。
　JVOADでは、災害中間支援組織全体会を年 2～ 3回のペースで開催し、情報交換や関係性の構
築をはかっています。平時のネットワーキングの活動や、災害対応の事例などを共有するほか、行
政や企業などとつながる場になっています。

他地域の事例を学ぶ・交流する機会の例



沖縄県　面積：2282.11km²　人口：1,466 千人

自治体数：41市町村　高齢化率：24.2％c a s e  s t u d y
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　これから災害支援ネットワークを立ち上げようとしている沖縄では、そのネットワークの形や機

能のイメージを共有する必要がありました。そこで、2024 年 7 月、3 週にわたり 3 回連続で、九

州の災害中間支援組織 3 団体の話を聞く講座を開催しました。熊本、福岡、佐賀の方にお願いして、

平時の取り組みと災害時の取り組み、それをどんな体制でされているのかお話しいただきました。

熊本と福岡はオンラインで、佐賀は沖縄の会場に来ていただいての開催です。

　3 県とも被災経験があり、災害支援ネットワークと災害中間支援組織がある地域ですので、とて

も貴重なお話でした。また、3 県の災害中間支援組織とつながることができ、そのご縁で 10 月に

熊本で開催された「ぼうさいこくたい 2024」の「九州地区における災害支援団体と行政・社協と

のネットワーク強化を探る」というテーマのセッションで、各県の報告において沖縄の取り組みを

報告させていただきました。

　九州圏域の災害中間支援組織の連携については、ぼうさいこくたいのときも話題としてあがり

ました。海に隔てられて

いる沖縄は、なかなか九

州各県の方々とのつなが

りをつくりにくい状況が

ありましたが、情報交換

し、連絡しあえる関係性

ができたのは、この約

1 年の大きな前進です。

2025 年 8 月の熊本豪雨

被害の情報共有会議「火

の国会議」へオンライン

で参加させていただいた

り、福岡も以前オンライ

ンで情報共有会議に参加

しメールの登録をさせて

もらったので、今回も情

報共有会議の議事録を共

有いただいています。

九州の災害中間支援組織に講師を依頼、九州各県との連携が進んだ
（談）災害プラットフォームおきなわ

九
州
各
県
の
実
践
か
ら
学
ぶ
「
災
害
中
間
支
援
組
織
」
チ
ラ
シ
（
２
０
２
４
年
７
月
）

第3回の講座の様子（2024年 7月）
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★2025年 7月現在、非営利団体向けに有料サービスの割引や無償提供があるもの。適用条件などは各サー
ビスの非営利団体向けプログラムを参照のこと。

IT サービス

 用　途
Google ★ Microsoft

365 ★ LINE Facebook BAND その他

内 部 連 絡
・ 会 話

○
（Chat）

○
（Teams） ○ ○

（メッセンジャー）
○ Slack、メール

外 部 連 絡
・ 会 話

○
（Groups） ○ ○

（メッセンジャー）

メーリングリスト、
メール

災 害 時 連 絡
・ 会 話

○
（グループチャット、
オープンチャット）

○
（メッセンジャー）

申 し 込 み
ア ン ケ ー ト

○
（Form）

○
（Forms） ○ Formzu、

フォームメーラー

オ ン ラ イ ン
会 議

○
（Meet）

○
（Teams）

Zoom ★

日 程 調 整 ○ 調整さん、トントン、
伝助

ファイル共有 ○
（Drive）

○
（OneDrive） ○ Dropbox

画 像 共 有 ○
（Drive、Photo）

○
（OneDrive） ○ ○ ○

情 報 発 信 ○ ○ ホームページ、X、
Instagram

ＩＴツールや業務アプリの活用コラム

　さまざまな関係者が連絡を取り合い情報共有す

る際にさまざまな IT ツール、アプリを用いるの

は、今や当たり前になっています。

　ここ何年かは、LINE の利用が増えています。

LINE は連絡を取り合う規模や性質によって、グ

ループチャット、オープンチャットの使い分けが

できます。Facebook メッセンジャーは、比較的

顔の見えるメンバーを中心とした連絡手段になっ

ていることが多いようです。

　データ共有のツールとしては、GoogleDrive が

多く使われています。スプレッドシートやドキュ

メントを複数で修正したり、議事録共有したりす

るのに便利です。Microsoft365 の OneDrive も

同様の使い方ができます。また、Zoomのオンラ

イン会議は、議事録の自動作成・共有ができます。

　ツールで考慮する点としては、メンバーにとっ

ての使いやすさとともに、プライバシー、費用、

公開か非公開か、などがあります。また、誰でも

無料で使えるものと、法人格がないと契約できな

いものなどの違いもあります。複数の団体の集ま

りであるネットワークでは、ネットワークとして

継続的な予算確保が難しかったり、管理権限が一

部にしかないことで利用が不自由になったりする

こともあります。ネットワークに属する団体また

は個人のリソースを持ち寄り活用するほうが、柔

軟に使えるかもしれません。

　何がベストかは使う人と目的などにより異なり

ますが、災害支援ネットワークで使われている

ツール類を下表にまとめました。これらのツール

は次々に新しいものが開発されますので、導入時

に最新情報を確認し、「誰が」「なんのために」使

うのかで選択してください。

　メンバー管理や会計のためのソフトもあると便

利ですが、事務局が法人化されていない限り、利

用契約が難しかったり面倒だったりすることがあ

ります。エクセルやGoogle スプレッドシートな

ど一般的なツールを使うことが考えられますが、

重要な情報を扱う業務ですので、信頼性を保てる

よう扱いは厳重に注意しましょう。

災害支援ネットワークで使われているツール類



災
害
発
生
時
の
役
割

3



秋田県　面積：11,637.49km²　人口：897千人　

自治体数：25市町村　高齢化率：39.5％c a s e  s t u d y
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　地元で災害が発生したときは、通常はまずネットワークメンバー

の安否確認を行います。重要な情報がその時点から入り、情報収集

もほぼ同時に始まります。それから、情報共有、会議の開催、団体

間・ニーズなどの調整、都道府県外からの支援受け入れ対応などが、

すぐに必要になります。情報収集以降の役割は、状況や必要に応じ

て繰り返されます。

　災害支援ネットワークと災害中間支援組織、行政、社協などの役

割分担は、各地域で異なります。どの役割を誰（どの組織）が担う

のか互いに認識しておくため、NPOや行政、社協で被災者支援の

シミュレーション訓練を平時にしておくことが望まれます。災害中

間支援組織がない場合も、災害時のコーディネーション機能がネッ

トワークに求められることは多いです。どこがその役割を担うのか

も、平時に決めておきましょう。

　ただし、災害を想定した準備をしていても、大災害のときにネッ

トワークメンバー自身が深刻な被災状況にあることは十分あり得ま

す。平時に計画した役割どおりにはいかないのが当然です。

3-1
地元で災害が発生した

ら、まず何をするので

しょうか？

　2023 年 7 月の記録的大雨で、住宅被害などが拡大しました。災害支援に関する連携体制はでき

ておらず、法人としても、指定管理を受け運営している「遊学舎」（秋田県ゆとり生活創造センター）

としても、役割がわからないまま増えていく問い合わせに必死で対応しました。県の遊学舎担当部

署と連絡を取り合ううち、報道などからも被害状況がわかってきました。

　全国規模の災害支援団体や近隣県の災害中間支援組織のサポートはありがたかったです。秋田市

社協が設置した災害ボランティアセンターのひっ迫した状況に対して、役割分担を進めてくれたの

もそのひとつです。NPO による支援の調整など団体関係のことは、遊学舎が引き受けるようにな

りました。

　地元では、被害が大きい地域でコミュニティ食堂を運営している団体が浸水を免れたので、発災

後すぐ炊き出しが始まりました。私たちも協力団体をつないで、物資配布などを含めた支援活動の

拠点に、そこがなっていきました。

　情報共有会議は、発災 2 週間後くらいに「準備会」から始めました。当法人が事務局になり、

県内 NPO と県外支援団体が集まって、情報共有会議の意義や進め方を検討。8 月に入って開催し、

県と秋田市ほか県内市町のいくつかと、県社協、秋田市社協などが参加しました。3 回目からは、

被害が大きい秋田市域の開催になって月 2 回、2024 年からは月 1 回開催しています。

　8 月上旬、県内の NPO の被災状況と支援活動について知るため、オンラインのアンケート調査

をしました。9 団体が被災し活動に支障がある一方、32 団体が支援活動を行っていて、支援活動

を今後検討したいという団体も 15 団体ありました。支援が必要かどうか、支援提供団体はどんな

支援をしているか具体的にわかり、調整に役立つ情報が得られました。

地域の拠点を支援し、県外団体のサポートで役割分担や情報共有会議を実施
（談）NPO 法人あきたパートナーシップ
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行うこと 内　　容

安否確認 ⿟SNS、Eメール、電話など、可能な手段でネットワークメンバーの安否確認をす
る。災害情報や注意喚起、安全確保に関する情報を伝えて、特に被害が大きい地
域のメンバーには団体の拠点や関係者の被害状況も確認する。

⇒ネットワークからの支援が必要な被災団体を把握する。
⇒平時の活動への影響を把握する。
⇒連絡が取れないメンバーがいる場合、近くのメンバーが安全を確保しつつ訪問す

るようなアレンジも有り得る。

情報収集 ⿟各地の被害状況、避難状況を確認する。
【どうやって？】
　①被災地にいるメンバーに聞く
　②安全確保の上、被災した地域に数人で行く
　③都道府県域で既知の別組織から情報を得る　など
⿟メンバー団体の支援活動について、活動可能か、すでに行っている活動があるか、

予定している活動があるかなどを確認する。
⿟行政・社協などが持つ公的な情報を把握・集約する。災害ボランティアセンター

ができている場合は、災害ボランティアセンターからも情報収集する。
⿟広域連携先がある場合は、支援体制などについて情報収集する。
⿟都道府県外のネットワークや団体、JVOADなどから他地域の支援活動について

情報収集する。
⿟インフラの状況を、インフラ各社の公開情報と上記で知った情報から整理、把握

する。

情報共有 ⿟ネットワーク内で情報共有する。
【何を？】
　①被害状況、避難状況
　②住民（被災者・被災地）のニーズ
　③支援状況
　④メンバー団体が行っている支援活動
　⑤活動中に見えてきた被災者・被災地の課題　など
⇒ネットワークの各団体は、これらの情報を基に自団体の意思決定をする。
⿟行政・社協と、互いに持っている被害状況、避難状況、支援状況などの情報を共

有する。
⿟広域連携先や都道府県外の災害支援団体、JVOADなどとも被害状況、避難状況、

支援状況などを共有する。
⇒支援の検討・見きわめがより適切になる。

会議 ⿟都道府県域や市町村域において、被災者支援にかかわる組織が情報を共有するた
めの「情報共有会議」を準備し、開催する。

⇒メンバー団体に限らず、地域内で災害支援を開始した団体や、都道府県外からの
団体（企業なども含む）も対象にした情報共有の場を設置し、支援者間の連携体
制の構築をはかっていく。

⇒情報共有会議においては、ネットワークメンバーから地域特性をふまえた情報が
提供されることで、支援全体が円滑に進みやすい。メンバーは可能な限り参加が
望まれる。

ネットワー
ク外の支援
受け入れ

⿟災害支援ネットワーク、災害中間支援組織、行政、社協が連携・分担し、ネット
ワーク外の支援の受け入れ・調整などを行う。関係各所につなぐ、情報共有会議
の案内など。（都道府県外からの支援団体受け入れについては、3-3 で解説）
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3-2
発災後、N P O 等と行

政・社協との連携はど

のように進めるのです

か？ 

　これまで述べてきたように、被災者支援における行政・社協・

NPO等の三者連携は重要です。発災時は、被害・避難状況、ニー

ズ情報、活動情報などをNPO等と行政・社協が共有することで被

災地の状況把握の解像度が上がり、課題解決に向けた連携がとりや

すくなります。発災前からの連携体制がない場合でも、被災者支援

という共通の目的に向かって三者が情報共有して課題を整理し、役

割分担して連携していくことになります。

　災害中間支援組織、行政、社協の定例会議が形成されている場合

は、被災地の状況と課題を速やかに共有・検討できるでしょう。平

時から顔を合わせている互いの職員が連絡を取り合い、情報共有会

議を設置する場合は行政・社協・ＮＰＯ等の三者が参加することが

望ましいです。参加できない場合も行政、社協の情報を会議の参加

者に共有します。会議の議事録は、即時に共有することで持ち帰り

案件のフォローができた例があります。決めごとや共有された課題

を文章化することで、庁内連携なども進みやすくなります。

　ネットワークに行政・社協も入っている場合は情報共有もリアル

タイムでできますが、入っていない場合も担当者を決めて連絡を取

り合うようにします。それぞれの窓口となる担当者は、平時から決

めておきましょう。

　連携があったことで、災害ボランティアセンターが調達した資機

材をNPOが活用できたり、NPO等が調達した物資を社協と連携

して配布したり、NPO等の支援活動に必要な燃料代等の実費を行

政や社協から支弁された例があります。復興期に仮設住宅・在宅の

避難者見守りやコミュニティ形成において三者が連携し支援したこ

ともあります。

　行政は担当課により対応できる分野が決まっているため、NPO

等は避難所、食と栄養、要配慮者、子ども、ペットなどの分野ごと

に、担当課を交えて情報や課題を共有し関係者間で協議して解決策

を検討します。庁内のネットワーク担当部署や、場合によっては災

害中間支援組織から直接、各部署への調整を進めます。

⿟都道府県や市町村が設置する災害対策本部に、ネットワークからスタッフを派遣する。
⿟災害対策本部会議や保健医療福祉調整本部会議に、災害中間支援組織やネットワークが参加する。
⿟社協が立ち上げた災害ボランティアセンターに、ネットワークからスタッフを派遣する。
⿟災害ボランティアセンターの会議に、その地域で活動するネットワークメンバー団体が参加する。
⿟庁舎にネットワークの常駐スペースを確保してもらい、庁内各部署とネットワークが直接やり取

りできるようにする。

発災後の三者連携を進める体制の例



長野県　面積：13561.56km²　人口：1,987 千人　

自治体数：77市町村　高齢化率：32.9％c a s e  s t u d y
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　2 回目のフォーラム（14 ページ参照）から半年ほど過ぎた 2019 年 10 月 12 日、令和元年東日

本台風災害が発生しました（千曲川の堤防が破堤して甚大な被害が発生したのは 10 月 13 日早朝）。

　フォーラムに関わっていたメンバーのうち、長野県 NPO センターや長野県生活協同組合連合

会といった主要メンバーが、長野県災害対策本部（長野県では 2015 年度から県災害対策本部に

NPO 等の代表が直接参加できる体制が整えられていた）の要員として、10 月 13 日から活動を開

始しました。

　県の災害対策本部では、「災害ボランティア班」の一員として県や県社協の職員と一緒に活動し

たほか、県の災害対策本部が NPO 等の活動が自由に行えるようにと、調整のために用意した会議

室に常駐しました。そのメンバーの中で「そういえば、情報共有会議というのをやるのだよね」と

話して、発災の翌日夜に開催することになりました。これは、この年の 3 月に完成した「長野県

広域受援計画」の策定に関わっていたことが大きかったと思います。この計画に「情報共有会議」

の開催が明記されているのです。

　開催にあたり「災害支援ネットワーク」を説明するため急いで説明文書を作り、規約も作って、

慌ただしい中で長野県災害時支援ネットワーク（通称：N-NET  エヌネット）が発足。情報共有会

議には県、県社協、県外の災害支援 NPO、県内の NPO 等が参加。当初は 2 日に 1 回、やがて週

1 回……と、徐々に頻度を減らして続けました。

　長野市社協は災害ボランティアセンターを運営し、県社協もサポートして、1 日最高 3500 人の

ボランティアを支援活動にコーディネーションするとともに、被災地に何カ所もサテライトを開設

していました。

　11 月頃にその災害ボランティアセンターから出された課題が、「リンゴ園が泥に覆われたリンゴ

農家が困っている」という支援ニーズです。社協は生活支援が中心なので、生業支援はできません。

そこで、長野県農政部と調整し、N-NET と JA ながのなどが協働して農業ボランティアプロジェ

クト「信州農業再生復興ボランティア実行委員会」を立ち上げて、社協がノウハウ面などで協力し

ました。結果、リンゴ農家の支援に延べ 8524 名の農業ボランティアが集まりました。

　それから、自宅の片付けが進むと災害ごみが被災地を埋め尽くすのですが、それを片付けて風景

を変える「Operation One Nagano：オペレーション・ワン・ナガノ」を、県の専門会議に参加

していたメンバーが提案。国（陸上自衛隊含む）、県、市、社協、

県外の災害支援 NPO、N-NET、一般のボランティアが協力

して、災害廃棄物の処理に集中的に取り組みました。

　このほかにも、長野県共同募金会との協働や、県が一般の

方からの寄付金を原資として創設した「OneNagano （ワン

ナガノ）基金」の運用により、NPO 等が行う事業を支援し

ました。

　顔が見える関係がなかったら、どこもせっぱつまった苦し

い状況の中、亀裂や反目も生じかねません。県域の団体が

フォーラム開催でつながっていたことと、長野市域でも災害

ボランティア委員会という場があって、関係性があったこと

は大きいです。

情報を共有し連携して取り組んだリンゴ農家支援や災害ごみ対応
（談）長野県災害時支援ネットワーク
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　災害が起きると、都道府県内外でいろいろな支援団体が活動を始

めます。支援のためには、各団体が被害状況と現地での支援状況を

知ることが大切ですが、都道府県外の団体は被災地の状況の把握が

難しいため、できるだけタイミングを逃さず情報共有できるように

しましょう。

　甚大な被害が見込まれる災害では、地域外からの支援がすぐに

入ってくるため、窓口や情報共有の場などを早期に設置する必要が

あります。災害中間支援組織や窓口の担当となる団体の連絡先を公

表します。ネットワークに入っていないNPO等には情報共有会議

への参加を促す、窓口を一本化するなどして、地域の状況を踏まえ

て支援に入ってもらえるようにします。情報共有会議は、ネットワー

クとネットワーク外の団体の接点でもあります。

　現地との調整を地域外からの団体に依頼されたら、被災した地元

が主体となり、受け入れの判断をしてつなぎます。地域外からの支

援団体はいつか被災地を離れることを念頭に置き、地元団体と連携

してもらったり、持っている支援のノウハウやリソースを提供して

もらったりといった関係づくりを促進します。

　地元の支援体制では対応が難しい問題があれば、必要な支援を明

確にして外部団体に支援を求めることもあります。逆に、被害が小

さいなど地域内で対応できるなら、「支援が必要なのに申し出を断っ

ている」と誤解されないよう、現状を発信しましょう。その場合も、

地域外の専門的な団体からアドバイスや部分的支援をもらうことは

考えられます。

　被災者に何が必要かを考え、目の前の困りごとの解消と、中長期

的に地域を強くしていく展望の両方の視点から判断しましょう。

　災害時は、ネットワークと行政・社協、外部団体の接点や窓口と

いった役割が増大します。しかし、災害中間支援組織がある場合で

も、そうしたすべてに対応できる十分な人材がいることはまれです。

ネットワーク内で被災者支援のコーディネーションの役割を担うこ

とが難しそうな場合は、被災地のネットワークと JVOADや他の都

道府県の災害中間支援組織が協議したうえで応援体制を組み、サ

ポートすることがあります。近年は情報共有会議がオンラインで開

かれるケースが増えており、会議資料の作成や議事録作成など、遠

隔で応援できることも増えています。コーディネーション機能の応

援を他地域から得ることも、選択肢のひとつと考えてください。

　災害支援ネットワークや災害中間支援組織には、社協の「ブロッ

ク派遣」のような応援派遣の仕組みがありません。個別に「応援協

定」を結ぶケースも出てきています。今後は、災害時のコーディネー

ションの応援の仕組みを構築していくことが必要です。

3-3
都道府県外からの支援

団体の受け入れ
～災害が起こったときど

うしたらいいですか？ 

ネットワークを応援して

もらう体制はあります

か？



岡山県　面積：7114.44km²　人口：1,831 千人　

自治体数：27市町村　高齢化率：31.2％

佐賀県　面積：2440.64km²　人口：788 千人　

自治体数：20市町　高齢化率：32.0％

c a s e  s t u d y

c a s e  s t u d y
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情報共有会議と SNS に県外団体が参加し、支援を展開
（談）災害支援ネットワークおかやま

　佐賀県大町町では 2019 年 8 月と 2021 年 8 月の 2 度にわたって水害を経験しました。県内の

被災地は高齢者が多く、県外の支援をお断りすると全く支援が足りない状況です。一度目の大雨で、

県内外の NPO 等と行政との顔の見える関係がスムーズな被災者支援につながることを経験し、災

害対応後も情報共有会議を継続していました。2021 年の水害時はコロナ禍で、全国的には「支援

者は市町村内や県内に限る」という方針が主流でしたが、佐賀では三者連携の信頼関係ができてい

たことから、外部支援の受け入れについて県と県社協、SPF（佐賀災害支援プラットフォーム）の

三者で協議しました。

　「どうすれば県外の支援を受け入れられるか」を考え、佐賀大学医学部の先生に協力いただきガ

イドラインをつくりました。感染症のために設けたルールをオンライン面談で確認。ガイドライン

に沿った活動ができると言われた団体に

シール（右の写真）を渡して、活動いた

だきました。災害時に地域ではボラン

ティアを装う不審者なども心配されます

が、シールがあることで、住民にとって

も県外からの支援者を安心して受け入れ

る効果もあったようです。

1 度目の経験で顔が見える関係ができ、コロナ禍でも県外支援者を受け入れ
（談）一般社団法人佐賀災害支援プラットフォーム

　2018 年の西日本豪雨（平成 30 年 7 月豪雨）での外部支援受け入れの起点となったのが情報共

有会議でした。岡山県は同年「被災者支援 NPO 等ネットワーク構築事業」を始動し、岡山 NPO

センターに事務局を委託。6 月に県、県社協、日赤、岡山 NPO センターがキックオフ会議を行っ

た直後に発災し、翌日に県社協と合意を確認、2 日目に情報共有会議を開催しました。早期に三者

で実施した情報共有会議には、災害支援を専門とする県外からの支援者も参加。事務局はフェイス

ブックに支援者用の非公開グループを設け、会議を待たず調整できる仕組みを整えました。倉敷市

真備町には多様な支援者が活動していたため、倉敷市災害ボランティアセンターを市域の情報共有

会議の会場とし、直接調整の場をつくりました。

　2019 年以降は外部支援と連携してボランティアと地域の拠点「まびシェア」を設置し情報共有

会議を継続。地域ニーズへの対応は拠点を閉じても継続。発災から 4 年目、まちづくり協議会か

ら重機人材育成の要望を受け、県外支援組織と国交省との協働で講習会を実現。その後の伴走もあ

り現在地域活動として定着しつつあります。

　地域の中間支援組織は自らも被災地の主体の一部として、県外からの支援組織が地域と協働して

課題を解決できるコーディネーションが役割です。地域の方たちと再建したマチの姿を描き、「地

域主体の創造的復興」に外部支援組織も参画し力を発揮できるよう、互いをエンパワーするネット

ワークのあり方を大切にしていきたいと考えています。
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　他地域で起きた災害に対してできることとしては、3-3 で解説し

たようなネットワーク同士の応援のほか、都道府県内の団体やボラ

ンティアが被災地支援活動をしやすくするサポート、被災地外に避

難（広域避難）した被災者の支援などがあります。他地域の災害時

の支援に携わると、経験を通して被災地の課題や支援のノウハウを

学ぶことにもなります。

　ネットワーク同士の応援の取り決めを協定などで締結している地

域もあります。協定などがない場合は、被災地の災害支援ネットワー

クや災害中間支援組織に相談し連携して応援にあたることが考えら

れます。いずれの場合も、団体や個人に無理が生じないよう、可能

な範囲で取り組むようにしましょう。

　団体や個人が被災地に出むいて支援活動をしやすくするサポート

も、ネットワークや災害中間支援組織が被災地と連携してできるこ

とのひとつです。ネットワークとしての支援を行うという合意形成

や意思決定が難しい場合も、ネットワークのメンバーが支援に入る

ことをサポートする役割を引き受けることで各団体が個別に判断し

て動くことができます。

　大規模災害時は広域避難が生じますが、被災者が被災した自治体

から離れてしまうと、状況把握が困難になり支援からもれやすくな

ります。生活上の不安・不便もあり、避難先地域の災害支援ネット

ワークが広域避難者を支援できる点は多いです。被災地の行政が

ネットワークに支援を依頼したケースもあります。

3-4
他の都道府県で被害が

出たとき、ネットワー

クとして何ができます

か？

災害支援ネットワークとしての支援
⿟被災地のネットワーク事務局や災害中間支援組織が災害対応に追われているような場合、その団

体の日常的な事業や業務の応援に他地域から入り、被災地の団体を支える。
⿟募金を集めて現地の団体に資金を送る、寄付先を直接紹介する、被災地の情報を発信するなど、

被災していない地域でできることをする。
⿟被災地の情報共有会議がオンラインで開かれる場合は、会議に参加して現地の様子を聞く。自分

たちの地域やネットワークに属する団体ができることを検討する。
自地域の団体が被災地支援活動をするためのサポート
⿟活動を希望する団体を、被災地で連携先となる団体につなぐ。
⿟団体同士が連携し、被災地に交代で入り継続的な支援ができるようアレンジする。
⿟被災地に入るまでの移動手段の手配。
⿟被災地で活動するための活動助成などで活動資金面をサポート。
⿟被災地で活動している団体を訪問し、活動課題を聞き必要な物資や人手をネットワークに募る。
⿟個人ボランティアが被災地に出むいて活動するための交通費補助、ボランティアバスの手配。
広域避難者への支援の例
⿟自分たちの活動する地域にいる広域避難者を対象に訪問活動、サロン活動などをする。

他地域での災害時の支援の例



東京都　面積：2199.94km²　人口：14,178 千人

自治体数：62区市町村　高齢化率：22.7％

千葉県　面積：5156.48km²　人口：6,251 千人　

自治体数：54市町村　高齢化率：28.1％

c a s e  s t u d y

c a s e  s t u d y
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被災地でのサロン活動を現地に引き継ぐ　広域避難者支援や募金活動も
（談）東京都災害ボランティアセンターアクションプラン推進会議

　2023 年 6 月、茨城県取手市の大雨による浸水被害に対応しました。取手市は千葉県と隣接して

いるので、必要があれば支援に入れることを茨城の支援組織の人に早期に伝え、東京の災害支援団

体とも連絡を取り合いました。発災数日後に 1 回目、さらにその後 2 回目の情報共有会議があり、

参加。出た課題のひとつに「罹災証明を本庁にもらいに行くための移送支援が必要」がありました。

現地に支援団体の移送サ―ビスがないため、福祉有償運送の許可を受けている千葉の団体が支援に

入りました。

　実際に依頼があった移送件数は一桁でしたが、地域の中から移送サービスを「やりたい」という

人が現れ、8 月中頃に「移送サービスの立ち上げ方」の講習会をすることに。10 数人が参加され

ました。

　能登地震では、JVOAD が県域の災害中間支援組織から応援を集めることになって、1 月下旬の

第一陣で代表が現地入りしました。それで現地に食べ物が無いこと、支援団体が劣悪な環境にある

ことがわかりましたが、現地以外で話しても信じてもらえません。千葉から行くことで深刻さも伝

わると考えて、炊き出しに出むきました。移動を含めて 1 週間ずつ 3 回、1 回目は食材・水はも

ちろんプロパンガスも持参し、ごみを全部持ち帰りました。

　大災害の経験がないメンバーは、避難所で寒い廊下に仕切りも無く並べられた段ボールベッドや、

食事の世話が女性に偏り疲弊されている様子など目にして、被災地の課題を実感していました。

外部支援で被災地の市民が移送サービス不足に気づき、担い手に
（談）災害支援ネットワークちば

　東京では、災害時に東京都、東京ボランティア・市民活動センター（TVAC）が東京都災害ボラ

ンティアセンターを設置し、TVAC と一般社団法人 災害協働サポート東京（CS-Tokyo）等が主

体的に運営することになっています。

　能登半島地震（2024）では、この三者が連携して支援活動を行ってきました。また、平成 30

年 7 月豪雨（2018）や令和元年台風 19 号（2019）のときはまだ CS-Tokyo は設立されていま

せんでしたが、その母体となる都内の各種ネットワークが東京都や TVAC と共に、現地団体と連

携して被災地でのサロン活動を企画しました。ネットワークには被災者支援をミッションにしてい

る団体はあまりありませんが、ボランティア募集の協力、車両や飲食物などの提供をいただきまし

た。被災者支援をミッションにしていないネットワークが参加できる支援を大切にしています。

　被災地での支援活動には可能な限り団体・組織として関わってもらえるようにしています。被災

地での支援活動の経験を所属団体・組織に持ち帰って、自分たちの備えに活かしてほしいからです。

　都内に避難してこられた方への支援についても積極的に取り組んでいます。東日本大地震、能登

地震でも広域避難者支援として、訪問や交流の場づくり、行政サービス情報提供などをしています。

他にも「都内一斉街頭募金」等の活動にも力を入れています。街頭募金のやり方や注意点などを周

知し、時期を決めて寄付金を募り、現地の活動に使う・使ってもらうという一斉行動です。熊本地

震（2016）以来、大災害時に実施していて、都内では定着しつつあると思います。
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　災害時の支援を経験すると、連携して取り組めたことやうまく対

応できなかったことなど、経験をふまえてさまざまなことに気づき

ます。次の支援のあり方や連携体制の見直し、備えのための取り組

みが、災害時支援経験のふりかえりから始まることは少なくありま

せん。

　市や町との定期協議が行われるようになったり、大量の災害廃棄

物が出た経験を経て廃棄物処理事業者とネットワークメンバーで対

応方針を協議する場が新たにできたりなど、さまざまな改善例があ

ります。

　改善につなげるため、行政と社協、NPO等のふりかえりの場を

持ち、三者の連携体制を検証することも重要です。行政と社協が災

害対応を検証する場合は、そこにネットワークが参加できるとよい

でしょう。

　また、災害対応の記録は今後への貴重な資料となります。どの時

期にどのような支援が行われ、どのような課題があったのか、資料

を整理して見える化すると、ネットワークとしての知見を次の災害

に活かすことができます。それを支援にかかわったネットワークメ

ンバー間で共有すれば相互理解がさらに進み、対応が十分できな

かった領域などを話し合い、今後に備えることができます。

　NPO法人くまもと災害ボランティア団体ネットワークは、企業

のプロボノチームの協力で、熊本地震の際に行われた情報共有会議

「火の国会議」などの議事録を分析。1年半の間に行われた 250 回

の会議記録から課題を抽出し、エクセルでまとめました。この課題

リストでは、キーワード分類集計も行われ、特定の分野の課題がい

つどの会議で話題になったのか、その内容はどういうものだったの

か検索できるようになっています。長期にわたる災害対応のデータ

がまとめられたことで、その後の災害の際、先行事例である熊本地

震の時の対応を確認することが容易になりました。

＊　　　＊　　　＊

　災害経験がない地域のネットワークは、災害経験のある地域の

ネットワークから学ぶことで災害対応力向上を図れます。災害対応

を経験していない地域にとって、被災地のネットワークの経験を知

ることは、とても重要な学びになります。

　災害の経験を伝えることは、被災地域のネットワークの役割のひ

とつといえるのかもしれません。

3-5
支援の経験を次の災害

への備えに活かすため

にはどうすればいいで

すか？



秋田県　面積：11637.49km²　人口：897千人　

自治体数：25市町村　高齢化率：39.5％

北海道　面積：83422.27km²　人口：5,043 千人

自治体数：179市町村　高齢化率：33.3％

c a s e  s t u d y

c a s e  s t u d y
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情報共有会議の 1102 項目を分類、強み・弱みと支援の経過を「見える化」
（談）北の国災害サポートチーム

　胆振東部地震（2018 年 9 月）1 週間後から 2 年半で 48 回開催した情報共有会議の記録を、整理・

分析しました。最初は、情報共有会議に出席していたメンバー何人かで記録メモをエクセルに入力

していましたが、途中から専任者が担当。1 年ぐらいかけて、会議の話題を整理した 1102 件の項

目を、タグ付けして分類しました。

　並行して、会議記録の分析などをもとにした記録冊子を作成。

支援活動と情報共有会議の概要・推移、成果と課題の分析など

をまとめて、2021 年 9 月に発行しました。

　整理・分析すると、課題が明確になり自信を持って次の取り

組みに活かせます。「食と栄養」「ペット」など弱い分野がわか

り、専門家を講師に招いて知識を得るとともに、弱かった分野

のつながりができました。

　ネット関係費用、冊子の制作・配布費用は助成金でまかない

ましたが、人件費は構成団体の持ち出しです。でも、情報共有

会議の「見える化」が図れて、地震災害未経験の地域にも参考

にしてもらえる資料ができました。災害中間支援の役割や三者

連携の重要さも伝えられたのではないでしょうか。

　災害支援ネットワークができていない中で大雨災害を経験（3-1 参照）し、どこにどんな NPO

があり、誰がどんな支援をできるのか知っておくべきと強く思いました。発災から 1 年後、NPO

へのアンケート調査で被災地支援活動経験の有無や今後の可能性などを聞いたのは、そのためです。

　123 団体が回答し、47 団体が被災地支援活動の経験がないと答えましたが、「自分たちにでき

る活動があれば支援活動を行いたい」と答えた団体が 70 団体ありました。

　それから、支援ができる団体がどこにありどんな

活動をしているのか、当法人だけでなく行政や支援

機関などにもわかるように、秋田県の地図に支援可

能 NPO の位置を図示した「災害支援ネットワーク

MAP」を作りました。アンケート回答団体に 1 件ず

つ公開してよいか尋ねて、公開できる団体を明示。今

88 団体が掲載されていて、毎月 2、3 団体ずつ増え

ています。

　近々、掲載団体を対象に、災害時支援をテーマにし

たセミナーを開催します。関心を持ってくれる団体か

ら、災害支援ネットワークを広げていきたいです。

災害時支援の意向がある団体の情報を整理し、マップを公開
（談）NPO 法人あきたパートナーシップ

秋田県内のNPO災害支援ネットワークMAP（オンラインMAP）

『
平
成
30
年
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
情
報
共
有
会
議
の
記
録　

２
０
１
８
年
９
月
～
２
０
２
１
年
３
月
』（
２
０
２
１
年
９
月
発
行
）
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ネットワーク運営のための人材と財源コラム

　災害支援ネットワークの運営において、人手や
財源が不足する問題があります。
　平時は特に人件費の財源が少なく、メンバー団
体の持ち出しや、他の業務との掛け持ちになるこ
とが多いのが現状です。行政などの予算や助成金
がある場合は人や時間を割り当てられますが、事
業期間が終わると継続は難しくなります。また、
行政からの資金は法人格のない組織では得にくい
ことがあります。そのため、ネットワークづくり
による災害へのそなえの重要性を、行政や資金の
あるところに理解してもらう取り組みも求められ
ます。
　災害時には、活動への寄付や助成金などを得る
機会は増えます。ネットワークや災害中間支援組
織が募金の窓口となれば、被災地外の地域も協力
しやすくなります。一方で、支援は中長期的に続

くことも考慮し、ネットワーク内で協力し基金を
準備するなど、被災者支援に必要な活動を継続で
きるようにしておくことが望まれます。
　災害時に調整業務ができる人材は多くないの
で、ネットワークのメンバー団体のスタッフがコ
アになるでしょう。平時にネットワークの活動と
して人材育成に取り組むことが大切です。いざと
いう時には、都道府県外のネットワークや災害支
援団体、NPO支援組織が人的なサポートに入っ
てくれることがあり、被災地の団体が「ありがた
かった」「助かった」という声は多く聞かれます。
　1団体ではこの状況は変えられないため、平時
からネットワークが連携して資金獲得やつながり
作りの取り組みを続けていくのは重要な活動の一
つです。

	⿠普段からメンバー団体がそれぞれの活動を通じて探

すようにする。

	⿠普段から県内の団体とのつながりを広げ深める。

	⿠市民活動系の異業種交流会に参加し、ハブとなりそ

うな人とつながる。

	⿠県、大学、社協の研修を受けた人を把握しておく。

	⿠行政や社協のOB、現役パーソンを把握しておく。

	⿠災害テーマではない分野別の勉強会などで、よい人

と知り合う。

	⿠災害時に活動してくれそうな人をリストアップ。

	⿠発災時、被災地支援をするボランティアを募集する。

	⿠発災時の初期に毎日のように手伝いに来てくれて動

ける人を見つける。

人材探しのヒント

	⿠研修・セミナー（オンラインを含む）、訓練、フォー

ラムなど開催。（災害支援の経験を語るシンポジウ

ム、中間支援を学ぶ研修、被災者支援コーディネー

ター育成研修、災害ボランティアセンター運営支援

者研修など）

	⿠公開されている防災・災害支援関係の研修アーカイ

ブのオンライン視聴。

	⿠コーディネーションなど災害時支援に必要になるス

キル、適性がある人を発掘、育成する。

	⿠他地域の災害支援に従事することで育成される。（受

け入れ先の迷惑にならないように注意する）

人材育成のヒント

行政系の財源

	⿠内閣府「官民連携による被災者支援体制整備」モデ

ル事業の予算が適用されている。

	⿠内閣府の避難所改善の事業予算が適用されている。

	⿠行政の基金等を活用し行政との協働事業として行っ

ている。

	⿠行政の委託事業になっている。

	⿠災害時対応の業務が、指定管理者になっている施設

の業務に含まれている。

会費、寄付

	⿠ネットワークを会費制にしている。

	⿠企業、団体からの賛助会費、寄付、協賛金。

	⿠地元のコミュニティ財団が平時からネットワークの

ための基金を設置。

	⿠災害ボランティア支援基金を県でつくり、ふるさと

納税の選択肢にして募集。

助成金

	⿠JVOAD の「そなえ基金」、休眠預金活用事業、共

同募金、日本財団、福祉医療機構、Yahoo！ネット

募金・基金財団などの公募助成金、補助金。

	⿠災害時の緊急助成金。

事業収入

	⿠講座、研修会などを開催し参加費収入を得る。

	⿠行政からの災害系研修委託を受け、委託料を得る。

	⿠外部の災害系研修会等の講師を受け、講師料を得る。

	⿠常設施設（災害に備えたトレーニング施設など）の

運営に伴う収入を得る。

外部財源の実例



資　料

　掲載されている資料を活用されたいときは、掲載元の団体や JVOAD

にお問い合わせください。

　これらの資料は、各地域の背景や状況などを踏まえ、各ネットワーク

が検討を重ねて作成したものです。今後、各地で取り組まれるみなさま

のご参考になればと掲載の協力をいただきました。
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1　災害支援ネットワークの規約
⿙北の国災害サポートチーム規約

https://kitasapo.net/about/#about_terms

⿙長野県災害時支援ネットワーク規約
https://nagano-saigaishien.net/wp-content/uploads/2020/08/828a063161f2d90804ca

2f42dd8033b3.pdf

⿙おおさか災害支援ネットワーク（OSN）規約
https://osakasaigaishien.wixsite.com/home/ 規約

⿙徳島被災者支援プラットフォーム規約
https://tpf-tokushima.com/01_kiyaku.pdf

⿙災害支援ふくおか広域ネットワーク規約
https://saigaishienfnet.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/03/2025_

e8a68fe7b484.pdf

⿙一般社団法人 佐賀災害支援プラットフォーム 定款
https://s-spf.com/wp-content/uploads/2025/06/teikan202506.pdf

⿙おおいた災害支援つなぐネットワーク規約
https://oitasaigaishien.wixsite.com/home/kiyaku

2　ネットワークづくりのためのアンケート

⿙NPO 法人あきたパートナーシップ「災害支援活動に関するアンケート」

（集計報告）https://akitaps.jp/wp-content/uploads/2023/08/rainquest0809.pdf

⿙災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわ「災害への備えと支援活動に関する実

態調査」

（質問票）39 ～ 41 ページに掲載

（集計報告）https://minkana.net/news/npo_survey2022/

⿙特定非営利活動法人やまぐち県民ネット 21「災害時できるかもアンケート」

（質問票）42 ～ 43 ページに掲載

（集計報告）https://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/news/news61994/

https://kitasapo.net/about/#about_terms
https://nagano-saigaishien.net/wp-content/uploads/2020/08/828a063161f2d90804ca2f42dd8033b3.pdf
https://osakasaigaishien.wixsite.com/home/%E8%A6%8F%E7%B4%84
https://tpf-tokushima.com/01_kiyaku.pdf
https://saigaishienfnet.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/03/2025_e8a68fe7b484.pdf
https://s-spf.com/wp-content/uploads/2025/06/teikan202506.pdf
https://oitasaigaishien.wixsite.com/home/kiyaku
https://akitaps.jp/wp-content/uploads/2023/08/rainquest0809.pdf
https://minkana.net/news/npo_survey2022/
https://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/news/news61994/
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⿙災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわ「災害への備えと支援活動に関する実態調査」質問票
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42

⿙特定非営利活動法人やまぐち県民ネット 21「災害時できるかもアンケート」質問票
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3　ネットワーク参加申し込みフォームの例

⿙おおさか災害支援ネットワーク　「会員」専用入会フォーム

⿙おおさか災害支援ネット
ワーク「情報登録団体」
専用登録フォーム

https://forms.gle/

j7kybAZyBWKEzLhc9

https://forms.gle/

hfE451Sbb1Wj6iGz5
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（おおさか災害支援ネットワーク　「会員」専用入会フォーム　左ページから続き）
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⿙災害支援ふくおか広域ネットワーク　入会申込フォーム

https://saigaishienfnet.wordpress.

com/#nyukai
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4　ネットワークによる研修などの例

　全国の災害支援ネットワークや災害中間支援組織では、さまざまな研修などを行い、ネット

ワークメンバーの参加を促進したり、ネットワークの充実を図っています。資料 5「災害中間

支援組織」の各団体のウェブサイトなどをご覧ください。

⿙
長
野
県
災
害
時
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

第
７
回
「
災
害
時
の
連
携
を
考
え
る
長
野
フ
ォ
ー
ラ
ム　

～
参
加
と
協
働
で
つ
く
り
だ
す
〝
命
を
ま
も
る
48
時
間
〟
～
」（
２
０
２
５
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⿙群馬県内災害支援ネットワークをつくろうの会

　「普段の活動が、災害時の不断の支援になる　災害時の子ども支援について学ぶ研修会」（2025 年）
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⿙社会福祉法人高知県社会福祉協議会 高知県ボランティア・NPOセンター

　「NPO等による災害支援セミナー」（2025 年）
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⿙特定非営利活動法人 Fine ネットワークながさき

　「気づこう！ 災害時の役割発見研修会（分野別編）」（2025 年）
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5　災害中間支援組織一覧

法人格名称略・2025 年 7月現在

都道府県 災害中間支援組織

北海道 北の国災害サポートチーム （きたサポ）

岩手 いわてNPO災害支援ネットワーク （INDS）

福島 ふくしま県域災害支援ネットワーク （FNAD）

茨城 茨城NPOセンター・コモンズ

埼玉 埼玉県災害ボランティア団体ネットワーク「彩の国会議」

千葉 災害支援ネットワークちば （CVOAD） 

東京 東京都災害ボランティアセンターアクションプラン推進会議

神奈川 災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわ （みんかな）

新潟 新潟県災害ボランティア調整会議

長野 長野県災害時支援ネットワーク （N-NET）

静岡 南海トラフ巨大地震等に備えた災害ボランティアネットワーク委員会／
静岡県災害ボランティア本部・情報センター

愛知 あいち広域ボランティア・NPO支援本部

三重 みえ災害ボランティア支援センター （MVSC）

京都 京都府災害ボランティアセンター

大阪 おおさか災害支援ネットワーク （OSN）

兵庫 災害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議

奈良 奈良防災プラットフォーム連絡会

岡山 災害支援ネットワークおかやま／岡山NPOセンター

広島 災害支援ひろしまネットワーク会議／ひろしまNPOセンター

徳島 徳島被災者支援プラットフォーム （TPF）

香川 香川県災害中間支援組織

福岡 災害支援ふくおか広域ネットワーク（Fネット）

佐賀 佐賀災害支援プラットフォーム （SPF）

熊本 くまもと災害ボランティア団体ネットワーク（KVOAD）

大分 おおいた災害支援つなぐネットワーク（O-Link）

宮崎 宮崎文化本舗
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6　JVOAD 発行のガイドライン

被災者支援コーディネーション

被災者支援コーディネーション ガイドライン（発行：2022 年 3月） 

　日本のどこで災害が起きても支援の「もれ・むら」 をなくし、必要な支援が効果的に届けられ

るための被災者支援コーディネーションについて、「被災者支援コーディネーション委員会」「災

害中間支援組織全体会」の協力を得てまとめたもの。（令和 3年度 独立行政法人福祉医療機構

（WAM）社会福祉振興助成事業〈モデル事業〉の助成により作成）

家屋保全コーディネーション

分野別ガイドライン　家屋保全（発行：2022 年 3月） 

　「被災者支援コーディネーション ガイドライン」とあわせて、家屋保全に関するコーディネー

ションについて、「家屋保全ワーキンググループ」「被災者支援コーディネーション委員会」「災

害中間支援組織全体会」の協力を得てまとめたもの。（※令和 3年度 独立行政法人福祉医療機構

（WAM）社会福祉振興助成事業〈モデル事業〉の助成により作成）

【補足】分野別ガイドライン 家屋保全 2022 度の災害対応をふまえて（発行：2023 年 3月） 

　2022 年度の災害対応において、家屋保全のコーディネーションがどのように行われたのか、

ガイドラインに照らしながら、ワーキンググループにおいて検証を行ったもの。（令和 4年度 独

立行政法人福祉医療機構（WAM）社会福祉振興助成事業〈モデル事業〉の助成により作成）

食と栄養コーディネーション

分野別ガイドライン　食と栄養（発行：2022 年 3月） 

　「被災者支援コーディネーション ガイドライン」とあわせて、食と栄養に関するコーディネー

ションについて、「食と栄養ワーキンググループ」「被災者支援コーディネーション委員会」「災

害中間支援組織全体会」の協力を得てまとめたもの。（令和 3年度 独立行政法人福祉医療機構

（WAM）社会福祉振興助成事業〈モデル事業〉の助成により作成）

【補足】分野別ガイドライン 食と栄養 2022 年度の災害対応をふまえて（発行：2023 年 3月）  

　2022 年度の災害対応において、食と栄養支援のコーディネーションがどのように行われたの

か、ガイドラインに照らしながら、ワーキンググループにおいて検証を行ったもの。（令和 4年

度 独立行政法人福祉医療機構（WAM）社会福祉振興助成事業〈モデル事業〉の助成により作成）

子ども支援コーディネーション

分野別ガイドライン　子ども支援（発行：2022 年 3月）

　「被災者支援コーディネーション ガイドライン」とあわせて、子ども支援に関するコーディネー

ションについて、「子ども支援ワーキンググループ」「被災者支援コーディネーション委員会」「災

害中間支援組織全体会」の協力を得てまとめたもの。（令和 3年度 独立行政法人福祉医療機構

（WAM）社会福祉振興助成事業〈モデル事業〉の助成により作成）

https://jvoad.jp/wp-content/uploads/2026/01/cc1e295f4a100b1e9719bbca2ea354b2
https://jvoad.jp/wp-content/uploads/2026/04/02_GL_House_2026.03
https://jvoad.jp/wp-content/uploads/2023/05/d82dba7558ad45dbbc75ac9e96ff59f9.pdf
https://jvoad.jp/wp-content/uploads/2026/04/04_GL_Foods_2026.03
https://jvoad.jp/wp-content/uploads/2023/05/30698f1e451a5f2da7f109701e884024.pdf
https://jvoad.jp/wp-content/uploads/2026/04/03_GL_Kids_2026.03
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物資支援コーディネーション

分野別ガイドライン　物資支援（発行：2023 年 3月）

　物資支援に関するコーディネーションについて、「物資支援ワーキンググループ」「被災者支

援コーディネーション委員会」「災害中間支援組織全体会」の協力を得てまとめたもの。（令和 4

年度 独立行政法人福祉医療機構（WAM）社会福祉振興助成事業〈モデル事業〉の助成により作成）

外国人への支援コーディネーション

分野別ガイドライン　外国人への支援（発行：2023 年 3月） 

　外国人への支援に関するコーディネーションについて、「外国人への支援ワーキンググループ」

「被災者支援コーディネーション委員会」「災害中間支援組織全体会」の協力を得てまとめたもの。

（令和 4年度 独立行政法人福祉医療機構（WAM）社会福祉振興助成事業〈モデル事業〉の助成

により作成）

多様性配慮コーディネーション

分野別ガイドライン　多様性配慮（発行：2025 年 3月）

　多様性配慮に関するコーディネーションについて、「多様性配慮ワーキンググループ」「JVOAD

運営委員会」「災害中間支援組織全体会」などの協力を得てまとめたもの。（Give2Asia の助成に

より作成）

　このほか、JVOADのウェブサイト「ガイドライン」ページには、さまざまな団体が発行して

いる災害対応に役立つ資料を掲載しています。ぜひご覧ください。

　https://jvoad.jp/guideline/

特定非営利活動法人（認定NPO法人）全国災害ボランティア支援団体ネットワーク
（略称：JVOAD）

【設立】2016 年 11月 1日

【設立の経緯・目的】東日本大震災での経験を踏まえ、2013 年に NPOなどの有志により、連携・

協働のための仕組みづくりとして「JVOAD準備会」が始まりました。2016 年 6月に設立総会を

開催、同年 10月に東京都より特定非営利活動法人として認証を受けました。全国域の災害支援の

中間支援組織として被災者支援における課題解決のため、地域、分野、セクターを超えた支援者同

士の連携を促進し、支援の調整（コーディネーション）を行うことを目的としています。

https://jvoad.jp/wp-content/uploads/2026/04/06_GL_Supply_2026.03
https://jvoad.jp/wp-content/uploads/2026/04/05_GL_Foreigners_2026.03
https://jvoad.jp/wp-content/uploads/2026/04/07_GL_Diversity_2026.03
https://jvoad.jp/guideline/
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〈災害中間支援組織〉
北の国災害サポートチーム（きたサポ）
いわてNPO災害支援ネットワーク（INDS）　
ふくしま県域災害支援ネットワーク（FNAD）
茨城NPOセンター・コモンズ　
埼玉県災害ボランティア団体ネットワーク「彩の国会議」
災害支援ネットワークちば（CVOAD）
東京都災害ボランティアセンターアクションプラン推進会議　
災害復興くらし応援・みんなのネットワークかながわ （みんかな）　
新潟県災害ボランティア調整会議
長野県災害時支援ネットワーク（N-NET）　
南海トラフ巨大地震等に備えた災害ボランティアネットワーク委員会／静岡県災害ボランティア本部・情報センター
あいち広域ボランティア・NPO支援本部
みえ災害ボランティア支援センター（MVSC）
京都府災害ボランティアセンター
おおさか災害支援ネットワーク（OSN）
兵庫県災害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議
奈良防災プラットフォーム連絡会
鳥取県社会福祉協議会
災害支援ネットワークおかやま／岡山NPOセンター
災害支援ひろしまネットワーク会議／ひろしまNPOセンター
徳島被災者支援プラットフォーム（TPF）
香川県災害中間支援組織　
災害支援ふくおか広域ネットワーク（Fネット）
佐賀災害支援プラットフォーム（SPF）　
くまもと災害ボランティア団体ネットワーク（KVOAD）
おおいた災害支援つなぐネットワーク（O-Link）
宮崎文化本舗

〈地域版・災害支援ネットワーク立ち上げ支援事業にご協力いただいた団体〉
あきたパートナーシップ
群馬県内災害支援ネットワークをつくろうの会　
ぎふNPOセンター
やまぐち県民ネット 21
高知県ボランティア・NPOセンター
Fine ネットワークながさき
災害プラットフォームおきなわ

〈地域版・災害支援ネットワーク立ち上げ支援事業協力団体・手引き企画協力〉
日本NPOセンター

災害支援ネットワークの手引き

●協力
（法人格名称略）





特定非営利活動法人（認定NPO法人）

全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）
〒100-0004 

東京都千代田区大手町 2-2-1 

新大手町ビル 267-B　

TEL：080-5961-9213

この手引きは、武田薬品工業株式会社のご支援により、

「地域版・災害支援ネットワーク立ち上げ支援事業」の

一環として作成しました。

https://jvoad.jp/
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